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守ろうよ！
電波は大切な
ライフライン

電波は消防、救急、放送、携帯電話など社会のライフラインに使われています。
私たちの暮らしの安心・安全のために電波の正しい利用をお願いします。
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ラジオ

電波の利用には、原則、免許が必要です。ルール2

外国規格の無線機器にはご注意を。ルール3

ルール１ 無線機器を使用の際は「技適マーク」　   の確認を。
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